
 
 
 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための雇用保険法の臨時特例等に関する

法律施行規則の一部を改正する省令案要綱 
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
改
正

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
休
業
の
期
限
を
令
和
三
年
七
月
三
十
一
日
ま

で
延
長
す
る
こ
と
と
し
、
同
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金

の
日
額
の
上
限
を
九
千
九
百
円
と
す
る
こ
と
。

二

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第

三
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
区
域
（
以
下
「
重
点
区
域

」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
特
措
法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
に
基
づ
き
定
め
る
期
間
及
び
区
域
（
重

点
区
域
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
特
措
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
的
対
処
方
針
に
沿
っ
て
行
う
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
特
措
令
」
と
い
う
。

）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
営
業
時
間
の
変
更
、
当
該
施
設
の
収
容
率
若
し
く
は
当
該
施
設
を
利
用



で
き
る
人
数
の
制
限
又
は
飲
食
物
の
提
供
を
控
え
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
措
置
の
実
施
の

要
請
を
受
け
て
、
事
業
主
が
休
業
さ
せ
、
そ
の
休
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
賃
金
の
支
払
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
要
請
の
対
象
と
な
る
施
設
（
重
点
区
域
に
あ
る
も
の
に
限
る

。
）
に
お
い
て
役
務
の
提
供
を
行
う
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
に
つ
い

て
、
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
額
の
上
限
を
一
万
一
千
円
と
す
る
特
例
の
対
象
と
な
る
休
業
の
期
間
を
令
和
三
年
七

月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。

三

特
措
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区

域
（
以
下
「
対
象
区
域
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
対
象
区
域
に
つ
い
て
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間

に
特
措
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
的
対
処
方
針
に
沿
っ
て
行
う
特
措
令
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設

に
お
け
る
休
業
、
営
業
時
間
の
変
更
、
当
該
施
設
の
収
容
率
若
し
く
は
当
該
施
設
を
利
用
で
き
る
人
数
の
制
限
又
は
飲
食

物
の
提
供
を
控
え
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
措
置
の
実
施
の
要
請
を
受
け
て
、
事
業
主
が
休

業
さ
せ
、
そ
の
休
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
要
請
の
対
象
と
な
る
施
設
（
対
象
区
域
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
役
務
の
提
供
を



行
う
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
に
つ
い
て
、
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
日
額
の
上
限
を
一
万
一
千
円
と
す
る
特
例
の
対
象
と
な
る
休
業
の
期
間
を
令
和
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ

と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


